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名古屋市立大学滝子キャンパス理学研究科の 
田辺通キャンパスへの移転等業務委託仕様書 

 
１ 目的 

本業務は、現在建設中の田辺通キャンパス新棟（以下「新棟」という）への理学研究科の
移転（令和 9 年 3 月〜予定）に伴い、必要となる移転準備、建物養生、物品移転及び付随す
る業務を円滑かつ確実に遂行することを目的とする。 

 
２ 委託期間 

契約締結日から令和 9 年 4 月 30 日まで 
※上記の予定については現時点での暫定のため、今後変更となる可能性もある。 

その際は委託者と相談の上、対応すること。 
 
３ 施設概要 
（１）施 設 名  名古屋市立大学滝子キャンパス 

４・５号館・体育館東棟・１号館（１階、７階該当部分のみ） 
（２）所 在 地  名古屋市瑞穂区瑞穂町字山の畑１ 
（３）面    積  延床 約 7,080 ㎡ 
（４）移転組織  理学研究科 及び 山の畑事務課（総合生命理学部担当） 

      ４号館   地上４階（エレベーター無） 
５号館   地上４階（エレベーター無） 
体育館東棟 地上２階（エレベーター無） 
１号館   地上７階（エレベーター有）※該当部分：１階、７階一部 
※移転組織については現時点での暫定のため、今後変更となる可能性もある。 

          その際は委託者と相談の上、対応すること。 
（５）平 面 図  別紙１「名古屋市立大学滝子キャンパス４・５号館・体育館東棟 

・１号館（１階、７階該当部分のみ） 各階平面図」参照 
    
４ 新棟施設概要 
（１）施 設 名  名古屋市立大学田辺通キャンパス 研究棟・講義実習棟及び事務増築棟  
（２）所 在 地  名古屋市瑞穂区田辺通３−１ 
（３）面  積  延床 約 11,400 ㎡ 
（４）階  数  研究棟   地上６階 

      講義実習棟 地上４階 
      事務増築棟 地上１階 

（５）平 面 図  別紙２「名古屋市立大学田辺通キャンパス新棟 各階平面図」参照 
 
５ 用語の定義 
（１）「受託者」とは、名古屋市立大学滝子キャンパス理学研究科の田辺通キャンパスへの移転
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等業務委託を受託する業者をいう。 
（２）「委託者」とは、名古屋市立大学をいう。 
（３）「休日」とは、土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律に基づく休日、年末年始（12 月

29 日から翌年 1 月 3 日まで）をいう。 
 

６ 想定スケジュールの概要 
令和 8 年度 初頭〜 移転計画作成・事前準備 
令和 9 年 3 月 1 日 新棟竣工・新棟引渡し 
令和 9 年 3 月上旬〜 新棟養生、梱包作業 

新規購入機器・什器等の搬入・設置等 
令和 9 年 3 月下旬 各種移転・運用リハーサル等の実施 
令和 9 年４月 1 日 新棟開棟、供用開始 
令和 9 年４月中 開梱作業・移転後の機器動作確認等の実施 
※上記の予定については現時点での暫定のため、今後変更となる可能性もある。 

その際は委託者と相談の上、対応すること。 
 
７ 業務概要 

受託者は本仕様書及び別途提示する移転作業参考資料に基づき、立案及び検討、実施する
ものとする。 

（１）移転準備支援業務 
（２）物品移転業務 
（３）搬入据付管理業務 
（４）建物養生業務 
（５）入退館管理業務 
（６）留置品の取扱い 
（７）新棟移転に伴うその他付随業務 
（８）上記の業務を行うにあたり必要な工事業者及び本学関連課室、教員等との連絡調整、移転

に係る各種届出、協力要請等に関する書類作成や提出における助言 
 
８ 業務詳細 

本業務に求める基本的な内容は、次に示すとおりとする。また、業務を実施するにあたり、
担当者の人員配置計画（業務内容、組織図、業務別担当者名簿等）を作成し、移転準備作業
段階から移転等業務完了時までの全ての実施体制を明確にするとともに、所定の期間内に全
ての作業が完了できるよう、適正な人員を配置すること。 

（１）移転準備支援業務 
ア 全体移転計画及び全体スケジュールの作成に関すること。 
イ 受託者は、提供される参考資料を基に、移転作業に必要な実験機器及びその他の備品に

関するレイアウト図を CAD 図面にて作成すること。また、必要に応じ現場確認や移転
対象物品の管理者（本学教員等）との打合せを行い、移転物品、処分物品及び残置物品
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等の分類を行うこと。 
ウ 受託者は、移転期間に係るキャンパス内運営体制構築及び検討支援を行うこと。また、

教職員に対して移転説明会を開催すること。 
エ 受託者は、委託者からの求めがある場合、本業務に関わる各種会議及び打合せに参加し、

移転に関する事項について、知識、経験等による実務レベルの提案、助言、支援、資料
作成（議事録含む）を行うこと。 

オ 受託者は、委託者の指示に応じて速やかに技術検討、データ収集、資料作成を行うこと。 
カ 受託者は、移転業務計画、工程表、養生作業計画、物品移転計画及びその他本業務に必

要な計画の立案、検討、書類作成を行うこと。なお、書類作成にあたっては、大学運営、
季節、天候等に配慮し、委託者の承認を得ること。 

キ 受託者は、移転業務の手順や注意事項を示した委託者及び関係者向けの物品移転マニュ
アルを作成すること。 

ク 本業務を円滑に進行するため、本学が業務委託及び買い入れ等の契約を締結している実
験機器メーカー、情報システムベンダー、施設管理・警備・清掃の業務委託事業者等と
の連携を密にし、移転に係る業務分担、日程及び作業手順等の調整を行うこと。 

（２）物品移転業務 
ア 移転の目的 

受託者は、令和 9 年４月 1 日の円滑な開棟に向け、新棟での大学運営に必要な実験機器
及び什器等を、前述の通り作成を求めたレイアウト図を基に、委託者の指示する場所に
移転すること。なお、各種動作確認等の実施に伴う実験機器及び什器等の一時的な移転
が発生した場合も、柔軟に対応すること。 

イ 移転の期間 
(ア) 物品の移転は、原則として令和 9 年 3 月 1 日から令和 9 年 3 月 31 日（休日を含む）

までの期間内で実施すること。ただし、委託者の指示により当該期間外の物品の移転
を実施する場合がある。 

(イ) 移転業務と、新規物品の納品(一般什器・実験機器)及び実験機器設置に伴う設備との
接続工事等の調整の都合上、開梱作業や移転後の機器動作確認が令和 9 年 4 月 30 日
までの期間を要する等、やむを得ず上記の期間外に作業を実施する必要がある場合に
は、事前に委託者に対して必要な時間帯及び必要となる日数について届出を行い、承
認を受けること。ただし、契約期間を超過することは不可とする。 

ウ 移転計画の作成 
(ア) 受託者は、本業務遂行のため、本学の関係部署と細部について協議・調整を行い、移

転時の業務体制、役割分担、スケジュール等について具体的かつ詳細な実施内容を示
した「移転計画書」を作成し、委託者が指示する期日までに委託者に提出し、承認を
受けること。 

(イ) 受託者は、移転計画書を作成するにあたり、移転及びその準備作業に伴う各関係者（移
転実験機器のメーカー、その他各種委託業者等）との間で必要な調整を委託者と協力
して行うこと。 

エ 物品移転マニュアルの作成 
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(ア) 受託者は、物品の移転を円滑に行うため、移転対象物品の管理者（本学教員等）との
協議の上、物品移転に関する手順や梱包の方法、物品移転時の注意点等を記載した「物
品移転マニュアル」を作成し、委託者の承認を得ること。 

(イ) 受託者は、作成した物品移転マニュアルを基に、本学教職員等（本学の業務委託受託
者等の業者を含む。）に対して説明会を開催し、周知及び案内を行うこと。 

オ 移転説明会の実施 
(ア) 受託者は、委託者が指定する日時に本学教職員を対象とした移転説明会を 2〜3 回程度

開催し、移転準備に関する詳細と留意事項等を説明すること。 
(イ) 受託者は、移転説明会で使用する説明資料等を作成し、事前に委託者の承認を受ける

こと。 
カ 移転対象物品 

(ア) 移転対象物品の範囲は、次に掲げるものとする。なお、下記 a のうち移転に際し解体・
組立・調整・水道、電気及びガス等との接続・メーカー動作確認等の特殊な作業を必
要とするものも含める。 

a 実験機器 
b 薬品及び実験に必要な備品等 
c 什器 
d ＯＡ機器（パソコン、複写機等）及び周辺機器 
e 書類、帳簿類、図書類 
f その他委託者が指定する物品 

(イ) 移転対象物品のうち、実験機器及び什器の詳細については、別紙 3「移転品一覧（一般
備品）」、別紙 4「移転品一覧（実験機器）」を参照すること。一覧上の物品の周辺物品
等一式についても移転対象とする。ただし、移転対象物品については委託者の指示に
より変更する場合がある。 

(ウ) 書類、帳簿類、図書類の概況については、主に別紙３「移転品一覧（一般備品）」にあ
る「棚」類、「机」類、「キャビネット」類のサイズ及び数量を基に算定すること。 

キ 梱包用資材の準備 
(ア) 受託者は、移転物品の保護に必要な梱包資材を必要に応じて委託者の所定する場所へ

準備し、配布すること。 
(イ) 梱包資材は、想定される移設物品の保護に必要な強度及び耐久性を有するものを準備

し、段ボールは安全の為ワンタッチカートンを用意すること。 
(ウ) 移転ラベルは、移転先部署名や部屋名が記載できる様式のものとし、想定される部数

を必ず用意すること。（目安：15 ㎝×10 ㎝） 
ク 物品の移転（解体、梱包、移転、設置、開梱等） 

(ア) 原則として、移転物品は受託者が梱包し、必要に応じて対象物品の管理者（本学教員
等）の指導の下、梱包・開梱を行うこと。 

(イ) 受託者は、移転ラベルが添付された物品を移転すること。移転先の配置については、
移転先配置図が事前に用意されている物品については当該図面に基づき実施すること。
配置図が用意されていない物品については、事前に､対象物品の配置先の管理者（本学
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教員等）に確認を行うこと。また、物品の配置については、配置後に軽微な変更を想
定しているため、受託者は委託者の指示に従って、配置場所の変更をすること。 

(ウ) 物品の移転に係る一連の作業は、品目ごとの役割分担（表１）により行うが、それぞ
れ以下の点に留意すること。 

a 実験機器は、受託者が断線から設置後の動作確認まで全ての作業を行う。受託者は、
委託者（主に対象物品の管理者である本学教員等）及び各実験機器メーカーと事前
に打合せを行った上で、梱包・移転・開梱等を行い、移転作業中に損傷及び破損等
の事故がないように十分留意すること。 

b 薬品及び実験に必要な備品等の委託者が指定した品目について、基本的な梱包及び
開梱は受託者が行い、品目の特性に応じた適切な方法（温度管理等を行う必要があ
る場合は、適切な対策を講ずることとし、それらに係る備品の調達は受託者が準備
すること等）で移転すること。いずれの場合も、受託者は委託者の求めに応じて、
適切な方法で移転すること。 

c 什器は、梱包・移転・開梱及びそれらに付随する簡易な解体・組立作業を受託者が
行うこと。耐震固定用の床面・壁面固定の取り外し、取り付けも併せて実施するこ
と。 

d ＯＡ機器（パソコン、複写機等）及び周辺機器は、断線・梱包・開梱・結線等、基本
的な作業は委託者が行い、受託者は移転ラベルに基づき移転すること。なお動作確
認は、原則委託者が行う。 

(エ) 移転する物品は、それぞれの特徴・規格・用途に応じ最も適した方法で梱包及び開梱
を行い、作業中の損傷・破損等の事故がないように十分注意すること。 

(オ) 上記、各「移転品一覧」と現品が一致しない場合、又は現品を発見できなかった場合
には、受託者は移転対象物品の管理者（本学教員等）にその旨連絡し、必要な指示を
受けること。 

(カ) 本学で耐震補強用の固定が施されていた物品については、受託者の責任において移動
先で耐震補強用の床面・壁面の固定を実施すること。なお、移動先で新たに耐震補強
用の機材が必要となった場合は、受託者が準備すること。 

(キ) 受託者は、物品移転作業中に予想される雨天等に対し、十分な対策を講じること。 
 

（表１）                          （主担当：◎、副担当：○） 
対象 委託者 受託者 補足事項 

移転に際し解体・組立・
調整等の特殊な作業を
必要とする実験機器 

 ◎ 

取付け、取外しに当たりメーカー、ディーラ
ー対応が必要な機器は受託者が行う（水道、
電気及びガス等との接続を含む）。ただし、ス
ムーズな移転が可能となるように委託者も
協力する。 

その他の実験機器、実験
に必要な備品等 

 ◎ 
断線から設置まで全ての作業を受託者が行
う（耐震固定等に係るものを含む）。 
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薬品類 
○ 

(劇薬等) 
◎ 

基本的な梱包及び開梱は受託者が行う。劇薬 
は委託者が取り扱う。 

什器  ◎ 
解体から設置まで全ての作業を受託者が行
う（耐震固定等に係るものを含む）。 

書類、帳簿類、図書類  ◎ 

基本的な梱包及び開梱は受託者が行う。 
一部機密情報等がある場合に、委託者が梱包
及び開梱を行うか、委託者の指示に基づいて
受託者が梱包及び開梱を行う。 

ＯＡ機器（パソコン、複
写機等）及び周辺機器 

 ◎ 
断線・梱包・開梱・結線等、基本的な梱包及
び開梱は委託者が行う。受託者は移転ラベル
に基づき移転し、動作確認は委託者が行う。 

 
ケ 使用済梱包資材の回収、処分 

(ア) 受託者は、移転先への移転作業終了の都度、物品の梱包に使用した資材（委託者が開
梱する分を含む）を速やかに回収し、処分すること。 

(イ) 処分に際しては、廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和 45 年法律第 137 号）等、
関係法規を遵守して行うこと。 

コ 物品移転作業の報告 
(ア) 移転作業開始前に当日の従事者数や移転計画変更の有無等について委託者に報告を行

うこと。 
(イ) 移転作業当日の作業状況経過と終了時の報告を委託者に行うこと。 
(ウ) 移転作業の内容及び移転物品に不測の事態が生じたときには、速やかにその内容を委

託者に報告するとともに、必要な指示を受けた上で即時に対応し、報告書を提出する
こと。 

サ 許認可手続きの実施 
(ア) 移転作業を遂行する上で必要となる官公庁及び第三者に対する許認可の申請事務等の

手続きは全て受託者が行うこと。 
(イ) 受託者は、関連省庁・愛知県・名古屋市の取り決める関連法規・規制等を厳守すると

ともに本学の定める規程に従うこと。 
シ 移転対象物品の事前確認調査等 

委託者が提供する物品移転レイアウト参考資料（オート CAD のデータ等）を参考に、
最終的な移転物品のレイアウト図を作成すること。また、物品の配置については、配置
後に軽微な変更がある事を想定しているため、受託者は委託者の指示に従って、配置場
所の変更をすること。 

ス 別紙 3「移転品一覧（一般備品）」、別紙 4「移転品一覧（実験機器）」の物品の配置場所
及び耐震固定等の有無について、事前に現地確認すること。 

（３）搬入据付管理業務 
ア 新棟移転に係る関係業者との連携 

受託者は、移転を円滑に進行する為、各メーカー、ディーラー及び本学業務委託事業
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者等と必要な連絡調整を行い、密に連携すること。 
イ 搬入計画書の作成等 

(ア) 物品等を効率よく搬入・据付けを行うために事前に各物品等の搬入日程、時間、搬入
口等を該当事業者と調整し搬入計画書を作成すること。 

(イ) 搬入計画書作成にあたっては、事前に該当事業者と調整を行い、搬入時のルート等の
説明を行うこと。 

（４）建物養生業務 
ア 養生の目的 

受託者は、移転する物品の搬入設置に伴う作業により既存棟及び新棟が汚損・損傷し
ないように保護するため、床・壁・エレベータ・建具等に必要な養生を実施すること。
なお、新規で購入する実験機器・什器等の納入業者とも調整し、必要な措置を行うこと。 

イ 養生の期間 
(ア) 養生の期間は、委託者が指定する期間とする。 
(イ) 受託者は、養生期間中の実施予定行事、各種動作確認、運用リハーサルや大型機器搬

入等のため、委託者より事前に指示のある期間において、搬入口及び各階搬入経路等
のうち委託者が指示する養生部分については、養生を一時的に撤去すること。当該期
間終了後は速やかに撤去前の状態に復旧すること。 

(ウ) 養生に利用した養生資材については、物品移転業務終了後、速やかに撤去すること。 
ウ 養生計画書の作成 

受託者は、養生期間・養生範囲・養生方法・使用する資材・撤去方法等の詳細を集約し
た養生計画書を作成し、委託者の承認を得ること。 

エ 養生の範囲 
(ア) 搬入口の床・壁面、ドア部分 
(イ) 各階搬入経路の床・壁面、ドア部分等 
(ウ) 各階エレベータホール及びエレベータ内 
(エ) 建具廻り 
(オ) 上記以外で搬入の際、損傷の危険の見込まれる部分 

オ 養生の方法 
(ア) 搬入口 

a 床面 
床面の擦れ等の保護の為に使用、10 ミクロン以上の厚みを持ったビニールシートを
敷き、1,800mm×900mm、厚さ 2.5mm 以上のプラスチック製、又は仕様以上の強
度を有する養生パネルを使用すること。 

b 壁面 
床面より高さが約 1,800mm までの範囲をプラダンパネルにて保護すること。プラ
ダンパネルはＬ字スタンドで固定して転倒防止策を講じ、壁面への直接固定は行わ
ないこと。 

c ドア部分 
床面より高さが約 1,800mm までの範囲をプラダンパネルにて保護すること。プラ
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ダンパネルはＬ字スタンドで固定して転倒防止策を講じ、ドア面への直接の固定は
行わないこと。扉の開閉が出来るようにすること。 

(イ) 各階搬入経路 
a 床面 

床面の擦れ等の保護の為に使用、10 ミクロン以上の厚みを持ったビニールシートを
敷き、1,800mm×900mm、厚さ 2.5mm 以上のプラスチック製、又は仕様以上の強
度を有する養生パネルを使用すること。 

b 壁面 
床面より高さが約 1,800mm までの範囲をプラダンパネルにて保護すること。プラ
ダンパネルはＬ字スタンドで固定して転倒防止策を講じ、壁面への直接固定は行わ
ないこと。 

ｃ ドア部分 
床面より高さが約 1,800mm までの範囲をプラダンパネルにて保護すること。プラ
ダンパネルはＬ字スタンドで固定して転倒防止策を講じ、ドア面への直接の固定は
行わないこと。扉の開閉が出来るようにすること。 

(ウ) 各階エレベータホール及びエレベータ内 
a 床面 

床面の擦れ等の保護の為に使用、10 ミクロン以上の厚みを持ったビニールシートを
敷き、1,800mm×900mm、厚さ 2.5mm 以上のプラスチック製、又は仕様以上の強
度を有する養生パネルを使用すること。 

b 壁面 
床面より高さが約 1,800mm までの範囲をプラダンパネルにて保護すること。プラ
ダンパネルはＬ字スタンドで固定して転倒防止策を講じ、壁面への直接固定は行わ
ないこと。エレベータ内は床面より天井までの範囲をプラダンパネルで全面養生し
木材での養生・固定は安全面から禁止とする。エレベータホールと、エレベータ内
の境目部分は、可動式の渡し板等を設置し、コントロールパネルは操作できるよう
にしておくこと。 

(エ) 建具廻り 
移転作業上、接触・衝突の危険性があると思われる建具及び枠廻りは、段ボールパネ
ル等で養生すること。 

(オ) 上記以外で搬入の際、損傷の危険の見込まれる部分 
養生範囲図面のうち、上記以外で損傷の危険が見込まれる部分や、本仕様書に明記さ
れていない共用部分や各部門内の養生は、実験機器等の納入業者の責任で養生するも
のとするが、当該損傷の見込まれる部分については、予め明示して立ち入りを制限し、
トラテープで境界表示をする等の対策を、各業者等と調整し、必要な措置を行う事。 

(カ) 受託者は、養生シート・養生パネル・壁段ボール・Ｌ字スタンド等、養生資材は十分な
強度及び耐久性を有すること。 

カ 養生の実施 
(ア) 養生は、委託者の予め指示する日（令和 9 年 3 月上旬を予定）から遅滞なく実施する
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こと。 
(イ) 受託者は、養生作業を実施する際に、来学者、教職員及びその他関係者の安全を確保

するために、必要に応じて通路等に交通誘導員を配置すること。 
(ウ) 受託者は、みだりに通路等に資材を積載し、通行の妨げにならないように十分配慮し、

作業の安全確保に努めながら、迅速かつ効率的に行うこと。 
キ その他 

(ア) 養生作業施工前に建物部分の損傷の有無を委託者（関係部署）、受託者双方で確認する
こと。なお、養生撤去後、再度双方立会いの上で養生箇所における建物部分の損傷の
有無を確認するものとする。 

(イ) 履行期間中は、養生部分の損傷の有無について都度、確認を行い、脱落・欠損があっ
た場合は随時、速やかに補修を行うこと。 

(ウ) 養生撤去後、養生の不備により養生を実施していた建物部分に損傷が認められたとき
は、受託者の責任において修理を行い、費用を負担すること。 

（５）入退館管理業務 
新棟竣工（令和 9 年 3 月 1 日）後の養生設置後から開棟（令和 9 年４月 1 日）までの間、

新棟を対象に入退館管理業務を行うものとする。 
ア 入退館管理 

(ア) 本学教職員、工事や備品搬入・移設等のために新棟建物に出入りする者の入退館管理
を行うこと。 

(イ) 建物設備監視装置の異常通報時は現場確認を行い、異常が確認された場合は本学側担
当者に報告すること。 

イ 搬入業者などの新棟に関する車両の案内・誘導を行うこと。 
（６）留置品の取扱い 

ア 不用品の回収及び廃棄については原則、移転等業務委託期間終了後に別途実施予定だが、
移転に係る作業の為に、緊急で不用品のキャンパス内集積場所等への運搬を行う必要が
生じた場合、受託者は解体、仕分、集約、燻蒸、清掃等、必要な付帯業務を行うこと。そ
の際は、委託者と相談の上対応すること。 

イ 上記の不用品の内、産業廃棄物として処理を必要とする物品について、受託者は、移転
等業務委託期間終了後に別途実施予定の廃棄に備え、対象物品及び必要情報の一覧を作
成する等、業務支援を行うこと。 

ウ 作業遂行上に生じる許認可の申請事務等の手続きを行う等、業務支援を行うこと。 
（７）新棟移転に伴うその他付随業務 

本業務については、受託者は委託された業務内容（原則、廃棄処分を除く）を踏まえ、委
託者と緊密かつ十分に協議し決定する。また、新棟移転に伴い生ずる学内予定行事や運用リ
ハーサル等にかかる各種調整・動作確認・業務支援等について、委託者より事前に指示のあ
る期間において対応すること。 
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９ 業務体制 
（１）事業所の要件 

本業務は、令和元年度以降に、学生数 3000 名以上を収容する国公私立大学において、キ
ャンパス間移転業務（理化学機器・一般什器等の物品移転業務及び建物養生業務の全てを
含む業務に限る）を元請けとして履行した実績を有する事業所が実施すること。 

（２）業務従事者の体制 
受託者は、下記の業務従事者を置き、その任務に充てるとともに、業務の円滑かつ確実

な履行を図るため、適正な人員を配置のうえ下記（ア〜ウ）の体制表を提出すること。 
ア 管理責任者 

(ア) 業務全般にわたり統括し、業務の円滑な遂行のために、作業責任者（物品移転担当及
び実験機器移転担当）、全従事者に指示・伝達し、日々の業務の調整を行う。 

(イ) 管理責任者は、作業責任者（物品移転担当及び実験機器移転担当）と兼任することは
不可とする。 

(ウ) 管理責任者は、5 年以上の業務経験を有する者であること。 
(エ) 管理責任者は、令和元年度以降に、学生数 3000 名以上を収容する国公私立大学におけ

るキャンパス間移転業務（理化学機器・什器の物品移転業務及び建物養生業務の全て
を含む業務に限る）に管理責任者として従事した実績を有する者であること。 

イ 作業責任者（物品移転担当） 
(ア) 作業責任者は、建物養生業務、物品移転業務を総括する。 
(イ) 作業責任者は、管理責任者、作業責任者（実験機器移転担当）と兼任することは不可

とする。 
(ウ) 作業責任者は、5 年以上の業務経験を有する者であること。 
(エ) 作業責任者は、令和元年度以降に、学生数 3000 名以上を収容する国公私立大学におけ

るキャンパス間移転業務（什器の物品移転業務及び建物養生業務の全てを含む業務に
限る）に物品移転の作業責任者として従事した実績を有する者であること。 

ウ 作業責任者（実験機器移転担当） 
(ア) 作業責任者は、実験機器移転業務を総括する。 
(イ) 作業責任者は、管理責任者、作業責任者（物品移転担当）と兼任することは不可とす

る。 
(ウ) 作業責任者は、5 年以上の業務経験を有する者であること。 
(エ) 作業責任者は、令和元年度以降に、学生数 3000 名以上を収容する国公私立大学におけ

るキャンパス間移転業務（理化学機器の物品移転業務及び水道、電気及びガスとの接
続等の理化学機器設置に必要な全てを含む業務に限る）に機器移転の作業責任者とし
て従事した実績を有する者であること。 

エ 物品移転従事者 
(ア) 物品移転従事者は、建物養生業務、物品移転業務に従事する。 
(イ) 物品移転従事者の 40％は、大学での物品運搬業務経験を有する受託者の正社員である

こと。 
(ウ) 物品移転従事者の半数は、大学での物品運搬業務経験を有する者であること。 
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オ 実験機器移転従事者 
(ア) 実験機器移転従事者は、実験機器移転業務に従事する。 
(イ) 実験機器移転従事者の 40％は、大学での実験機器移転業務経験を有する受託者の正社

員であること。 
(ウ) 実験機器移転従事者の半数は、大学での実験機器移転業務経験を有する者であること。 

カ 管理責任者、作業責任者（物品移転担当及び実験機器移転担当）は、移転作業日には必
ず駐在し、委託者の指示に対応できる体制を整えていること。 

キ 管理責任者、作業責任者（物品移転担当及び実験機器移転担当）は、契約締結から移転
完了までの間、委託者より求めがある場合、移転に伴う各種会議及び打合せに参加し、
移転に係る全行程及び付随する業務の総括管理者として十分な機能を果たす者であるこ
と。 

ク 養生及び移転に係る作業にあたる作業員は、実験機器を始め物品等の移設に十分な知識
を有する者であること。 

ケ 作業員は、規律有る行動をとれる者で、作業中の服装は、原則、同一衣装の作業衣を着
用するものとする。 

コ 契約期間中は、原則として管理責任者等の変更は認めない。ただし、やむを得ない事由
により変更を要する場合は、事前に委託者の承認を得なければならないものとする。 

サ 移転業務遂行上で管理責任者等に著しく適格性が欠けるものと委託者が判断した場合、
委託者は受託者に対し、当該管理責任者等の変更を求めることができるものとする。そ
の場合、受託者は再度管理責任者等の選任を行い、その旨を委託者に届け出て承認を得
るものとする。 

（３）移転作業本部の設置 
ア 受託者は、委託者と連絡を密にし、本業務を円滑に遂行するため、委託者と組織構成等

を協議の上、移転作業本部（以下「本部」という。）を設置すること。なお、本部には、
管理責任者、作業責任者（物品移転担当及び実験機器移転担当）等の必要な人員を常駐
させ、本部設置及び運営に係る事務局として一切の事務を行うこと。 

イ 本部の具体的な設置場所については、委託者と協議の上、委託者の指示によること。 
ウ 移転作業本部は、令和 9 年 3 月〜令和 9 年 4 月の期間設置するものとする。なお受託者

は、少なくとも管理責任者、作業責任者（物品移転担当及び実験機器移転担当）のうち
から１名以上は、本学に常駐させること。 

（４）従事者の管理 
ア 受託者は、この業務を遂行するのに適した統一された服装及び本学の指定する名札を着

用すること。これにかかる経費は受託者が負担すること。 
イ 受託者は、業務に従事する全員の健康に注意し、業務に応じた健康診断を実施させると

共に、来学する日は手指消毒・検温を実施し検温表等に記録を残すこと。 
ウ 本学敷地内及び周辺道路での喫煙は禁止とする。また、原則、従事者等の学内駐車場へ

の駐車は禁止とする。 
（５）作業時間 

ア 養生及び移転に係る作業は、原則として９時００分から１７時００分までの間に行うこと。 
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イ 上記について、特別な事情がある場合はこの限りではなく、その場合は事前に委託者と
協議の上、時間外に必要な作業を行うこと。 

 
１０ 経費の負担区分 

    本業務に係る経費の負担区分について、下記（表２）の通りとする。 
 
（表２） 

費用項目 委託者 受託者 
施設の維持管理に必要な修繕及び保守に係る費用 ○  
施設使用にかる電気、水道等光熱水費 ○  
移設業務の起因に寄らない施設・設備の修繕経費 ○  
業務に従事する職員の健康管理に要する費用  ○ 
業務に従事する職員の教育訓練に要する費用  ○ 
移設業務に必要な消耗品費（洗剤含む。）  ○ 
移設業務に必要な電話料等の通信運搬費  ○ 
移設業務に係る損害賠償保険料  ○ 
労務費（福利厚生費、教育研修費、保健衛生費、交通費含む。）  ○ 
被服費（受託者のユニフォーム等）  ○ 
施設・設備の修繕経費（受託者の過失によるもの）  ○ 

※その他上記に該当しない項目については、別途協議する。 
 
１１ 受託者の責務 
（１）守秘義務 

受託者は個人情報保護のため、業務上知り得た本学及び学生・教職員等の本学の保有する
情報を正当な理由なく第三者に知らせたり、当該業務の目的外に使用してはならない。ま
た、このことは契約解除及び期間満了後においても同様とする。 

（２）法令の遵守 
受託者は業務を遂行するにあたり関係法令を遵守しなければならない。 

（３）信用失墜行為の禁止 
受託者は、本学の信用を失墜する行為をしてはならない。 

 
１２ 損害賠償責任 
（１）受託者は、その責に帰すべき理由により使用物件及び本学施設の全部又は一部を滅失又は

毀損したときは、当該滅失又は毀損による損害額に相当する金額を損害賠償として支払う
こと。ただし、受託者の負担により現状に回復した場合は、この限りではない。 

（２）前記（１）に定める場合のほか受託者は、各種要項等に定める業務を履行しないため本学
事業に損害を与えたときは、その損害額に相当する金額を損害賠償額として支払うこと。 

（３）第三者に生じた事項が本学の責に帰さない事由による場合は受託者がこれを補償すること。 
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（４）本学利用者とのトラブル等は迅速かつ誠実に対応することとし、必要に応じて、その内容
を本学に報告すること。なお本学は本学の責に帰すことが明らかな場合を除き、盗難事故
や破損事故等に関しては一切の責任を負わないこととする。 

 
１３ 安全管理 

受託者は、作業実施にあたり関係法令等を遵守し、学生、委託者及び委託者の教職員その
他関係者の安全確保と事故防止のため、次に掲げる対策を講じるものとし、移転作業中、受
託者の過失により人身事故、物損事故、運搬物品の破損、損失等の事故が発生した場合、そ
の損害の補償等を受託者が負担するものとする。 

（１）移転作業は安全確保に努めながら、迅速かつ効率的に行うこと。 
（２）移転作業期間中に搬出入場所に出入りする受託者の車両及び関連業者の車両については、

円滑に搬出入作業が行われるよう、台数及び時間等を管理するための車両管理スケジュー
ル表を作成し、委託者の承認を得ること。また、既存棟及び新棟の搬出入口等の道路部分
に交通誘導員を配置し、関係者及び車両の誘導を行うこと。 

（３）移転作業時に重量物運搬用の特殊器材等を使用する場合は、その器材の概要（イラスト図
面を含む）を提出すること。 

（４）物品の移転作業を実施するときは、来学者その他関係者の安全を確保するため、必要に応
じ通路等に交通誘導員を配置すること。 

（５）受託者は作業現場に責任者を配置し、作業員の指揮監督を行わせるとともに必要な警備員
を配置して安全管理、構内交通整備に万全を期すこと。 

（６）作業に必要な昇降機は委託者の指定したもののみを使用すること。 
（７）みだりに道路等に移転物品及びその他の物品等を積載し、通行の妨げにならないように十

分に配慮すること。 
（８）受託者は、移転業務に従事する者に対し、必要な安全教育を行い、安全管理責任者を定め

て委託者に報告すること。 
（９）受託者は、緊急時に備え、早急に措置が取れるよう緊急連絡体制を計画し、委託者に提出

すること。 
（10）移転期間中に予想される天候の変化に対して、十分対策を講じること。 
（11）移転作業は、工事等の進捗を妨げることのないよう、工事責任者と十分な調整を行い、定

められた搬出入経路等を遵守すること。 
 
１４ その他 
（１）施設の管理 

ア 受託者が本学内に作業を行う部屋等の場所を要する場合は、委託者に申出ることとし、
委託者の許可を受けた場合は、委託者から割当てられた部屋等を使用できるものとする。
その場合において受託者は、使用する諸室において定期的に清掃を行う等、環境を常に
良好な状態に保つよう努めること。 

イ 受託者は、借用した鍵は慎重に取扱い、業務を遂行するために必要な時間と場所に限っ
て使用し、確実な施錠を行うこと。また、不必要な照明の消灯等を実施して、エネルギ
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ーの節約に努めること。 
ウ 受託者は、建物及び設備等の破損、異常等の発見した場合や事故等が発生した場合は、

直ちに委託者へ報告すること。なお、受託者の責めに帰する理由により修理の必要が生
じたときは、受託者が費用を負担し修理すること。修理の方法については、委託者の指
示に従うこと。 

（２）調査報告義務 
受託者は、委託者より本業務に関して必要な調査及び報告、改善を求められた場合には、

速やかに対応すること。 
（３）妨害又は不当要求に対する届出義務 

ア 受託者は、契約の履行に当たって、暴力団又は暴力団員等から妨害（不法な行為等で、
業務履行の障害となるものをいう。）又は不当要求（金銭の給付等一定の行為を請求する
権利若しくは正当な利益がないにもかかわらずこれを要求し、又はその要求の方法、態
様若しくは程度が社会的に正当なものとみとめられないものをいう。）を受けた場合は、
委託者に報告し、警察へ被害届を提出しなければならない。 

イ 受託者が前号に規定する妨害又は不当要求を受けたにもかかわらず、前号の報告又は被
害届の提出を行わなかった場合は、競争入札による契約又は随意契約の相手方としない
措置を講じることがある。 

（４）契約の解除 
ア 委託者は、受託者が本仕様書に記載されている事項を履行しないと認めた場合は、契約

期間中であっても契約を解除できる。 
イ 受託者は、契約を解除された場合は、新たに受託したものに対し業務が円滑にできるよ

うに引継ぎを行わなければならない。引継ぎ期間は委託者と受託者、新受託者との協議
によって定めるものとする。なお、引継ぎに係る費用はそれぞれの受託者が負担するこ
と。 

（５）特記事項 
ア 受託者は、別記「情報取扱注意項目」及び「障害者差別解消に関する特記仕様書」を遵

守すること。 
イ 受託者決定後、委託者の都合等により仕様内容が変更となる場合には、受託者との協議

の上、変更することができるものとする。 
ウ この仕様書に定めのない事項については、委託者と受託者で協議の上、決定するものと

する。 
エ 受託者は業務の実施にあたり、本学が教育・研究機関であり、対応に注意すべきことを

確実に理解し、衛生管理及び感染症対策関係法令に基づき適正に作業を行うこと。また、
資格の必要な業務については有資格者を確保の上、安全作業を心がけること。 

オ 本学利用者に対して親切丁寧な接遇に心がけること。 
カ 本学業務及び学生・教職員への影響がないよう注意し、苦情等があった場合は誠意をも

って対応すること。 
キ 業務実施にあたり運搬等の為に必要な保険に加入すること。 
ク 受託者は、事前の書面による委託者の承諾を得て、本業務の一部を第三者に委託するこ
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とができる。また、受託者は、業務を再委託した第三者に対して受託者と同等の義務を
負わせ、これを監督しなければならない。 

ケ 業務の成果として、作成した計画書及び図面、その他業務を実施するにあたり作成した
資料等を成果品として提出すること。成果品は Microsoft Word 又は Microsoft Excel を
基本として作成し（その他委託者の了承を得たファイル形式）、紙媒体にて３部、電子媒
体（CD-Ｒ等）にて１部提出するものとする。なお、電子媒体に収録するファイル形式
は、委託者にて編集可能なものと、PDF 形式とする。 

 
［別紙資料］ 

別紙資料 1：名古屋市立大学滝子キャンパス４・５号館・体育館東棟・１号館（１階、７階  
該当部分のみ）各階平面図 
別紙資料 2：名古屋市立大学田辺通キャンパス新棟 各階平面図 
別紙資料 3：移転品一覧（一般備品） 
別紙資料 4：移転品一覧（実験機器） 



女子 男子 437 438 439 440 441 442 443 444 4　階

ﾄｲﾚ ﾄｲﾚ 数理 男子 412 420 422

資料室 トイレ 教員実験室

　倉 　暗室

流

431 432 433 434 435 436 411 415 419

女子 男子 341 342 343 ３　階

ﾄｲﾚ ﾄｲﾚ 男子 312 314 316 320 322

トイレ 教員実験室 教員実験室 教員実験室

　倉

流
331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 311 313 315 319 321

研究室 研究室

倉庫 実験室
研究
室

研究室

２　階
女子 212 214 216 220 222
トイレ ネットワーク機器室 教員実験室 教員実験室
　倉

211 213 215 219 221
印刷室 研究室 研究室

（図書館）

108 １　階

相談室

　倉

　　（図書館）

郵便
box

玄関

　守衛室

測定機器室

教員実験室教員実験室

業務士室 ロッカー室（ロッカー・談話室）

研究室

研究科長室

416

421

教員実験室

・宿直室

217

多目的トイレ

教員実験室

研究室 研究室

218

学生研究室
03

研究室

小講義室1 セミナー室

研究室

学生研究室01
学生研究室A

学生
研究
室B

学生
研究
室C

330 317

教員実験室

318

実習室

大講義室 小講義室2 野外生物

学生研究室
04

学生研究室
02

＜４号館＞

418
学生研
究室07

学生研
究室08

学生研
究室09

学生研
究室10

学生研
究室11

学生研
究室12

学部生
室13

研究室

430 417

ラーニング・コモンズ

研究室
学生

研究室

学生
研究
室

学生
研究
室06

学生
研究室

413

別紙１　名古屋市立大学滝子キャンパス
　　　　４・５号館・体育館東棟・１号館（１階、７階該当部分のみ） 各階平面図



＜体育館（東棟）＞

４　階 ２階 1階

470 204 101

トイレ

461

202

３　階

動物 374 372 352 354 356 358 男子 女子 370

飼育 ﾄｲﾚ ﾄｲﾚ

管理室

階段

373 前室 371 351 355 357 359 361

２　階

274 272 252 254 256 258 260 270

P1P P2実験室 顕微鏡 生物学 生物学

実験室 室 暗室 小実験室I

前室 前室

273 271 251 255 257 259 261

1　階

176 174 172 152 154 156 158 160 男子 多目的 170

保管 セミナー室 実験・ 薬品庫 ﾄｲﾚ ﾄｲﾚ

庫 研究

支援室

173 171 151 153 155 157 159 161

暗室

⇑

教員実験室

202室

201

研究室

研究室

教員実験室203

＜５号館＞

470教室

準備室

先端機器
室

物理学大実験室

教員実験室 電気室

学生研究室14 生物試料室

353

実験室 研究室 研究室 研究室 実験室

測定機器室

女子トイレ

地学実験準備室 物理学実験準備室

学生研究室Ⅲ

植物育成室 教員実験室

学生研究室Ⅱ 低温
室

生物学大実験室

253

教員実験室 電子顕微鏡室 生物学 研究室 研究室 研究室 生物学実験

小実験室II 学生研究室13 準備室

低温実験室 化学小実験室 教員実験室 教員実験室 倉庫

化学大実験室

生化学系実験室 生物多様性研究センター 研究室 化学実験

準備室分析室 標本室 学生研究室Ⅰ

化学系実験機
器室

学生研
究室15



＜1号館１階＞

ピロティー

玄関ホール
倉庫
1A

空調機械室
1A 1B

　中　庭

会議室

印刷室

応接室

山の畑事務課 学部長室

警
備
員
室

101
防災センター

℡3516

49.84㎡ トイレ

EV2

EV115.75㎡

共通　574㎡ 空調機械室

33.66㎡ 26.04㎡

男性手洗い ℡3536
51.75㎡

102
人間文化研究所

女性手洗い

外来講師控室

←教養教育棟連絡通路

男子更衣室

女子更衣室 10.5㎡

℡5841
17.50㎡ 女子更衣室

8.75㎡ 162.96㎡

18.80㎡

108

掲
示
板

103

℡4711

℡3527 104

50.59㎡ ℡4712
湯沸室 33.26㎡

107 106 105

℡5800

41.16㎡

℡5801 ℡5701 ℡5702 ℡5704 ℡5703
79.59㎡ 38.43㎡ 76.86㎡

該当部分：

山の畑事務課

（総合生命理学部担当）



709 710 711 712 713 714

708

715

男子トイレ 707
716

女子トイレ 706

727 705
717

726 704

725 703 702 701
718

724 723 722 721 720 719

＜１号館 7階＞

空調機械室

空調
機械
室

研究室 実験室 共用実験室 実験室 学生研究室16

EV

EV

共通実験室

中庭吹抜

機械室

セミナー室

図画工作実習室

食品加工栄養実習室

学生研究室17























別紙３ 移転品一覧（一般備品）

















別紙４ 移転品一覧（実験機器）




































